
平成21年12月15日発行

Ｎｏ.278

秋田県総合教育センター

支援班 児童生徒支援グループ

TEL ０１８(８７３)７２０５

「今年の夏思ったこと」

南教育事務所 指導主事 銭谷 郁雄

７月。４６年ぶりの皆既日食で日本中が沸き上がった。「日食グラス」越しに雲間から見え

た太陽は神秘的で見る者を魅了した。（携帯電話の写メールで撮った画像には，光の輪のよう

なまぶしいものが写っていた）

さて，４月からの学校訪問や諸研修会を通じて，通常学級に在籍する特別な教育的支援を必

要とする子どもへの対応が話題となることが多い。学校訪問の際，一見して，特別な教育的支

援の必要な子どもが在籍していると分かる学級がある。一方，雰囲気がよく，すべての子ども

たちが学習活動に向かっている印象を受ける学級に出会うことがある。特に後者の学級は，学

習や行動，対人関係で困難があり，本来は「気になる子」として注目されがちの子どもが学級

全体の中に溶け込んでいるのである。学校からの説明を受けその存在に気付くこともあった。

発達障害の理解・対応に関し「教師は広汎性発達障害の児童生徒に出会わないことなどあり

得ないので，障害についての最低限の知識を身に付けることが必要である」（杉山登志郎＊１）

と述べている。訪問時の研修会でも「何回注意しても手遊びが直らず，不用意に発言し授業の

妨げになる，おそらくＡＤＨＤかと思う」「板書の文字を丁寧にノートに写せず，近くの子ど

もにいたずらばかりしている」「なかなか学習の内容を理解できずにいるおそらくＬＤかもし

れない」そんなつぶやきが学級担任から聞こえてくる。

発達障害の理解と対応について学ぶことは，対象となる子どものみならず周囲の子どもたち

に対する指導・援助の糸口となることだろう。我々教師が，発達障害（疑い）のある子どもに

ついて理解し，丁寧な対応を心がけているのに，ときとして周囲の子どもたちの反感を買った

り，非協力的な行動等の思わぬ落とし穴にはまったりすることがある。担任教師が「○○君だ

けの先生」になってしまい，担任を独り占めにされたという思いを周囲の子どもがもってしま

うことになる。

対象となる子どもの問題行動が増えれば増えるほど担任教師の「注意する・褒める」の行為

が多くなり，それに伴って，周囲の子どもたちへの「注意する・褒める」等でのつながりは減

っていく。これらの状況が日常的に続くと，学級の雰囲気が悪くなり，教室内の「私語，手遊

び，立ち歩き」等の気になる行動が増え始める（学級担任への承認欲求）。やがて，周囲の子

どもたちは，学級担任への不信感をもち，教師と子どもとの望ましい信頼関係が築かれなくな

り，中には学級崩壊の兆しを見ることもある。

「特別な教育的支援を必要とする子ども」や「気になる子」ばかりに意識が傾いてしまうと

周囲の子どもたちを育てる学級づくりが後手にまわってしまいかねない。

先日の「皆既日食」では太陽と月の両方を同じ方角に見ていた。「太陽の満ち欠け」を追い

かけるあまり「皆既日食を演出していた月」に気付かなかった自分に，このことが重なって思

えた。

（参考文献） 曽山和彦「個と集団を育てる 学級づくりスキルアップ プログラムにもとづく学級づくり 特別支援と学級づくりのプログラム」

＊１ 杉山登志郎・原仁「特別支援のための精神・神経医学」学習研究社 ２００３
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文部科学省が毎年行っている「児童生徒の問題行動等生徒指導上の諸問題に関する調査」結

果が公表されました。本県の平成２０年度の各調査結果は以下のとおりです。

いじめ・暴力行為の状況 ※Ｈ２１．１１．３０公表

１ いじめの認知件数（本県公立学校） ２ 暴力行為の発生件数（本県公立学校）

年 度 総件数 小学校 中学校 高等学校 年 度 総件数 小学校 中学校 高等学校

H18 1,222 586 471 165 H18 110 3 25 82

H19 889 390 454 45 H19 130 4 75 51

H20 582 199 345 38 H20 89 2 44 43

いじめの認知件数はどの校種においても，年々減少傾向が見られます。また，暴力行

為の発生件数に関しては，どの校種も平成１９年度よりは減少傾向にあり，過去三年間

で最も少ない総件数となっています。今後とも根絶を目指した取り組みをお願いします。

不登校の状況 ※Ｈ２１．８．６公表

○ 不登校児童生徒数（本県公立学校）
小学校では年々減少傾向が見られるものの，

年 度 総件数 小学校 中学校 高等学校 中学校ではわずかながら増加傾向にあります。

また高等学校は１９年度かなり減少したにもか

H18 1,223 146 640 437 かわらず，２０年度は再び増加に転じました。

各児童生徒の状態に応じたきめ細やかな対応

H19 1,063 134 646 283 が求められます。全国調査の結果，特に小・中

学校で再登校に効果のあった学校の措置は以下

H20 1,128 111 647 370 のとおりです。

・「家庭訪問を行い，学業や生活面での相談に乗る」「登校を促すため，電話をかけたり迎えに行く」「（特に中学校

では）スクールカウンセラー等が専門的に指導にあたった」などが効果を上げています。

本県生徒指導上の課題の一つである「規範意識の醸成」
＜規範意識を醸成する取組の例＞について，文部科学省では次のように定義しています。

【規範意識は，家庭において，躾，規則正しい睡眠や 北九州市 子どもを育てる10か条

食事等の基本的な生活習慣，又は家庭の手伝い等に関す ・ 朝は明るく笑顔で「おはよう」

る教育を土台とし，その土台のもとに，学校教育におい ・ 家族にも「ありがとう」と「ごめんなさい」

て，きまりを守ること及び他者との関わりを大事にする ・ 子育ては 誉める・叱る・見守る・抱きしめる

ための具体的な活動を通じて育まれるものである。具体 ・ 聞く時は子どもの目を見て 心を聴いて

的には，「自他の生命や権利を尊重し，自他を身体的に ・ 食事が楽しみな家庭にしよう

も心理的に傷つけてはいけない」又は「盗みをしてはい ・ 大切にしたい 物より体験

けない」などの社会的な基準を守り，その基準に基づい ・ まず親が きちんと実行 社会のルール

て，規律ある行動をすることができることとしている。】 ・ 声かけて 地域の宝 子どもたち

規範意識の醸成には，家庭や地域との連携が不可欠で ・ 教えよう 平和といのちと助け合い

あり，長期的な視野で取り組んでいくことが大切です。 ・ 子どもと夢を語り合おう。

児童生徒の規範意識を醸成するために


